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都道府県労働局長殿

１
１

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

’徴収関係事務取扱手引Ⅱ（滞納処分）の一部改訂について
I

ｒ

’
労働保険の滞納処分に関する事務の取扱いについては､平成27年3月31

基発0331第8号「徴収関係事務取扱手引Ⅱ（滞納処分）の改訂について」

取り扱ってきたところであるが、下記により本手引の一部を改訂するので、

日付け

により

事務処

’理に遺漏なきよう取り扱われたい。

’

記

改訂箇所（別添参照）

第2章督促と滞納整理

第5章交付要求及び参加差押え

第7章滞納処分に関する猶予及び停止等

1

’
’

改訂年月日

平成28年4月1日

2

’

’
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本通達において引用した法令等の略語は、次のとおりである。

また、条数はアラビア数字で、項は○印、号は漢数字で表示した。

’

法＝労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第

84号）

則＝労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則（昭和47

年労働省令第8号）

法＝国税通則法（昭和37年法律第66号）

法＝国税徴収法（昭和34年法律第147号）

令＝国税徴収法施行令（昭和34年政令第329号）

達＝国税通則法基本通達（昭和45年6月24日）

達＝国税徴収法基本通達（昭和58年5月31日）

法＝滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律（昭和32

年法律第94号）

令＝滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令（昭和32

年政令第248号）

I =徴収関係事務取扱手引I (徴収・収納）

徴収法＝

Ｉ
Ｊ
Ｉ

徴収則＝

国税通則法

国税徴収法

国税徴収令

通基本通達

基本通達
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2譲渡担保権者に対する差押えとして続行するこしとなった場

合の参加差押えの続行…・ ・・・…・・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ．．……． ． ・・・ 5－36

押（1）参加差えを続行できる要件 ・・・・・…・………･……5－36

（2）参加差押え続行の手続 ・・・ ・・・・・ ・・・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・…・・・・ 5－36

押え解除の手続（3）参加差 ・・・ ・・・・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・・ ・・・…． ． ・・・ 5－36

第5参加差押貴解除の請求及び請求表受けた場合

1 参加差押え解除の請求ができる者………．…………・ 5－37

2 参加差押え解除請求のできる要件……3……………・ 5－37

続3 参加差押え解除請求の手 ・・・…・ ・・…・・ ・…………・・ 5－38

4参加差押えの解除請求に対する処理 ・・・・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・・・・．． ・・・ 5－38

（1）請求を相当と認める場合 ・…・・・・…・ ・ ・・・ ・・……・…・ 5－38

（2）請求を相当と認めない場合 ・…・ ・・・…・…・・・・…・…・ 5－38

第6換価の催告等

1 参加差押えをした財産の換価の催告 ・・・…・…………・・ 5－38

合債権現在額申立書を提出すべき旨の催告左受けた場 ． ．…5－38’
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第7参加菫押えの其因しなっている差押黄が解除された

場合

押えが差押えに移行する場合1 参加差 ．……．．…・・ ・・・・ ・ ・ ．

（1）関係書類の引受…・ ・ ・ ・・・・ ・・・ ・・ 。．………・・・…．．・・ ・

受（2）参加差押財産の引 …. .…………・……・…･…・

差押えに移行した場合の調査及び処理（3）参加差押えが ・….

押えが差押えに移行しない場合2参加差 ． ・ ・・・…・・・・・・・ ・・・・

第8参加差押えの解除
合1 参加差押え券解除する場 ． ． ・・・ ・………………． ．…

2参加差押えの解除手続 ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・・・…・・・……・…・・・・ ．

（1）参加差押え先執行機関への通知………………・…．

（2）滞納者への涜知 ・…・ ・・ ・ ・ ・・・・……・…………．．…

（3）抹消登記 ・・・・・・・ ・・・・ ・ ・・・・・ ・ ・・・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・・・・・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・

（4）質権者等への通知………．．……………………
■

第9参加差押え参受けた場合 ．
1 参加差押書の受理 ・…・ ・ ・ ・ ・・・ ・・・・・……・…・・・・…・・・・

押財産の確認（1）参加差押えの対象となっている差 ………

（2）参加差押書の到達順位の記録． 。……・…・…F………

（3）売却決定日以後の参加差押え ・…………・…・………

事押書の受理にあたっての留意項（4）その他参加差 ．．？．．・・・・

譲渡担保権者に対する差押えとして続行することとした場合2

押え為している行政機関等に対する涌知（1）参加差 ．…. .…

合（2）参加差押続行通知書の洪付を受けた場 ……………

押 財産について換価の催告を受けた場合3 参加差えの対象 …

財産の差押えを解除する場合4参加差押えがされている ． ．・・ ・

（1）差押え解除により差 押押えに移行することとなる参加芸え

の確認 ．．……・・・ ・・・・・ ・・・・・・・ ・ 。？・・・・・・・･･・ ・・・・・・ ・ ・・ ・・

産等の引渡し（，）差押えを解除する動 …………………

（3）参加善押え関係書類の引渡し……………・………

押解除涌知書を受理した場合5 参加差 ．・・・ ・ ・・・ ・・ ・・ ・ ・・・ ・ ・ ・・ ・

覧6 交付要求と参加差押えの対比一 ．…．.………………
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財産の換価

換価処分

換価の意義

第6章

第1節

第1 ｡ ・ ・・ ・ ・ ・ ・。・ ・・・ ・・・・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・・・・・ ・・ ・ ・ ・ ・・・・ 6－1

目18



20160401

第，換価
1 ‐一括換価 ・ ・・ ・・ ・・・・・・・・・・ ・・ ・・…・・・・…・・ ・ ・ ． ． ・ ・・・ ・・・・・・・

（1）-一括換価をする場合…………………・…………

（2）一括換価をすることができる場合 ・……………・ ・・…

2換価ができない期間 ・…・・ ・・……・………．．…・……

3 換価に関する留意事項 ． ．……………………・…・…

（1）完成品となるまでの換価 ． ．………………………．

（2） 自動車等の換価前の占有 ． ．………・ ・ ・……………．

（3）差押財産の修理 ・ ・ ・ ・・・ ・・ ・ ・・…・・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ． ．…・ ・ ・ ・・ ・・

（4）買受人の制限 ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・……． ．…・ ・ ・・・ ・ ・…・ ・ ・・・・・

4換価の効果 ・・・ ・・・ ・・・・・ ・ ・ ・・・…・ ・・・ ・ ・・…・・・・・・・・・・ ・・・ ・・

（1）承継取得 ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・・・・・…・ ・・ ・ ・…・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・・・．

（2）担保権等の消滅 ・ ・・・・ ・ ・ ・ ． ．…・・・・ ・・・…・・・ ・・…・・・ ・…

（3）用祷物権等の消滅…・ ・ ・ ・・……・……・・ ・ ・・…・・ ・・…

（4）貸借権等の消滅 .．…・ ・ ・…．.…．.……・・・ ・.…・・・ ・…

（6）仮差押え等の消滅 ・…． ．……………・・・ ・・…・・ ・・…

（6）差押え後の権利の消滅 ・ ・ ・・ ・……． ．……・・・…．．…．．
p

第3換価手続
1 公売 ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（1）公売公告の手続 ． ．……….…・………………｡ ．…
（2）公売公告の時期 。．…・・ ・ ・……………・・ ・……．．…

（3）公売公告の方法及び場所 ． ．…・…．．…・ ・ ・ ・・・・・ ・ ・ ・ ・・…

（4）公売の涜知 ・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ． ．…・・ ・・ ． ．…・ ・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・・・・・

（5）見積価額の決定及び公告 ．．…・………・・・・・・・・・・・・…

（6）見積価額の決定方法 ・・・・ ．．…・…．．…・・・ ・．．…・・・・…

（7）見積価額の公告方法 ．｡…………･………………

（8）見積価額の公告時期 ・・ ・ ・ ．.…・…・…・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・・ ・. ．・・・

2公売保証金 ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・…・・・・・…・・・ ・・・・・・ ・・・・ ・・

（1）公売保証金の納付 ・ ・・・・ ・ ・・…・…．．…・ ・・・ ・・ ・・・・・ ・ ・ ・・

（ク）公売保証金の受領 ・…・ ・・…･…・……．．……・・・ ・ ・・

（3）公売保証金の処理 ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・……．．…・ ・ ・ ・ ・・・・・・・ ・ ・ ・・

3入札及び開札 ・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・．．…・ ・・ ・ ・・・…・ ・ ・・・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・

（1）入札書の提出 ・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・・・…・・・・ ・…・ ・ ・・ ・ ・・・・・・・・・・・

（2）入札書の開札 ・ ・ ・ ・ ・…・ ・ ・ ・・……。 ．…・・・ ・・・・・・・ ・ ・・・・

（3）再度入札等 ．．・・ ・・…・ ・ ・・・…・………・・ ・・・…・・ ・ ・ ・・

4競り売り ・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・．．…・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

5 最高価申i入者の決定 ・ ・・・・・ ・・・…・・・・・…・・ ・・・・ ・・････・・ ・・
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（1）最高価申〕入者等の決忘涌知と告知等……………・…

（2）買受申込者制度ル手続…………･…・………・….

6 随意契約による売却……………………………・ ・

第4売却決定手続 一"

1 動産等の売却 ・・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・……・……・・・・ ・ ・・ ・ ・ ・・・・ ・・ ・

（1）売却決声の日 ・…・…・……・……・………・……

（2）売却決定の湧知 ・……………･……．．…………

（3）売却決定の効果 ・…・・ ・ ・…・ ・・・…･……・・・ ・ ・ ・・ ・ ・…

2不動産の売却 ・ ・ ・・…・・・ ・．…………・ ・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ．…
■

（1）売却決定の日 ． ．…・・・ ・ ・………・…・……・・ ・ ・ ・…．

（2）売却決定の涜知 ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…・……・・ ・ ・・ ・ ・・・ ・ ・・・・・・・ ・

（3）売却決岸に伴う処理 ．．……………・……………

3入札等又は買受けの取消しに伴う措置 ・ ・………．．……

（1）取消し効力の発生と手続…・………・……・・・……

（2）公売保証金の返還 ・・・・ ． ．…………・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・・ ・

納4公売代金の付 ・ ・・・・・・・ ・・ ・…・ ・ ・・・…・・ ・ ・・・・・・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ．

（1）納付の期限 ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・．……・・・ ・…・・ ・ ・・・ ・・・・ ・ ・ ・・ ・ ・

（2）納付の手続 ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・………・・・．・・ ・ ・・・・ ・・・ ・ ・・
i

（3）売却決定の取消及び通知 ． .…………・ ・ ・・・・ ・ ・・・ ・ ・…
◆

5売却決定後の権利移転手続…………………．．……
け

（1）売却動産の引渡し ・・・・． ．……・・……・ ・ ・…・ ・・ ・ ・…・

転（2）権利移の容記 ・ ・・ ・ ・・・・・…・・・・…・ ・・・・・・・ ・・ ・・・・・ ・ ・ ・

（3）債券等の権利移転 ・…・…． ．………….｡…………

第5売却決定の取消し
1 売却決声取消の手続 ・ ・ ・・. .……………． ．…・ ・ ・ ・・…．

0

（1）交付した金額の坂環の請求………………・ ・ ・……

（2）権利移転の詳記抹消の嘱託…・…………・………．

2差押えの議記の回復 ・・・….｡．………・…・・ ・・・・・・・・・…

第’節換価代令等の配当

第1 配当の意義…………………………………

第，配当の手続
1 配当の対象比なる金銭 ・・ ・ ・・…．.……・…・…・ ・ ・・・・ ・…

2配当 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ．

（1）配当の原則 ・ ・・ ・…・・・・・…………・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・…．

（2）保険料等への充当と手続………………．．………

（3）配当残余金の処理 ・・・・・・ ・・・・・・．．…・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・・
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3 配当の順位 ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・…・…・…・…・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（1）優先順位の確定している債権 ・……………………

（2）公租公課と私債権への配当…………・…………．．

4債権現在額の確認手続 ・・ ・…・………・…． ．…・……．

（1）債権現在額の申立て ・ ・・・･………・……・………･･ ･

（2）債権現在額申す書の記載事項及び提出期日 ・…………

（3）債権現在額の確認…………. ．……・……・……．

5配当計算書の作成……・………………・……・…．

（1）配当計算書 ・………・………………・………．．

（2）配当計算書の記載事項 ・ ・ ・・・…・…・…・……・…・・・・
｡

（3）配当計算書の謄本の交付 ． .…． ．…．．……・…・ ・・ ・ ・ ・ ・

謄本の発送（4）配当計算書の ・ ・ ・…・ ・ ・ ・ ・…・…・…・・・ ・・ ・ ・
寺

第3換価代令の交付と供託

1 換価代金の交付期日 . ．……………………………

2供託 ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・．

（1）供託の要件…・……．．………． ．……・ ・・…・・ ・・ ・ ・

（2）供託の手続 ． ．…・…・・・ ・・…・・ ・ ・・…・…・ ・・…． ． ・・ ・ ・

合（3）弁済期が到来していない場の供託 ・……・………．．

3 配当計算書に関する異議の申立て…………………． .

（1）国税、地方税又は公課の配当金額に対する異議………

（2）私債権相互間等の異議 ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・ ・・・・・…・ ・・・・・・ ・

額（3）配当計算書に記載された私債権への配当金に対する異議
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第7章滞納処分に関する猶予及びIIE停等

第1 換価の猶予
1 換価の猶予の要件等 ．.…・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・・. ．…・・・・・・・・・・・・

（1）職権による換価の猶予の要件…・……………・…． ．…

件（2）申請による換価の猶予の要 ．・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・ ・・・
●

2換価の猶予に係る分割納付､涌知等 ．．……・…. ．…・・・・・・・・

続3換価の猶予の手 ． ・・ ・…・ ・ ・・ ・…・ ・・・・…・…． ．…・ ・ ・ ・ ・・ ・・

（1）申請書の提出期限 ・・・・・ ・ ・・・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・…・・ ・ ・・ ・ ・・

（2）申請書の記載事項及び添付書類 ・…………． .…・・・・・・・・
■

件審（3）猶予要の杏 ・ ・・・・・・・・・ ・・ ・ ・・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・・

（4）職権による換価の猶予をする場合 ・・・・…． .…・…・・・・・・・・

（5）猶予の決定又は不承認の決議及び申請への涌知…….．…者

（6）担保の種類…・ ・ ・・・…・ ・ ・・ ・・・・・・．・・ ・・・・・……・・・・ ・・・・．

イ

１
１
２
３
３
４
４
５
５
５
６

－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７

ド

目21



20160401

4換価の猶予の効果 ・……………………・…．．………

（1）換価の制限 ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（2）差押えの解除制限……・…・………………………

（3）時効の停If ･ ･ ･･…・………………・ ・・ ・…・………・

金の免除（4）証滞 ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・・ ・ ・ ・ ・

5換価の猶予の取消し………………………・……・…

（1）猶予の取消しの要件 ・…・………………………・…

（2）取消しの湧知…・…………．．…・………． ．………
p

第，滞納処分の執行停止

６
６
７
７
７
７
７
８

－
一
一
一
一
一
一
－

７
７
７
７
７
７
７
７

1 滞納処分の執行停止の要件………・…・……・………． ．

（1）停止の要件……………．．……．．………………．

（2）第二次納付義務者等がある場合…………． ．………． 、

意事項･・ ・ ・・・・2滞納処分の停止要件の充足性を判断する場合の留

（1）一般的留意事項………………．…．．…．…．……．

（2） 1号要件（滞納処分の執行等をすることができる財産がない

とき）の充足性を判断する場合の留意事項. ．．．．……．．……

（3） 2号要件（滞納処分の執行等をすることによってその生活を

著しく窮泊させるおそれがあるとき）の充足件奏判断する場合

の留意事項 ・・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・ ・・ ・ ・・．． ．． ．．．．．．．．． ． ． ．．．．．．．．．．

（4） 3号要件（その所在及び滞納処分の執行等をすることができ

合る財産がともに不明であるとき）の充足性を判断する場の留

意事項………・…・ ‘ ・…………． ．…………． ． ． 、守

3停止相当事案 ・・・・ ・ ・・・・・・・・・ ・ ・． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．． ． ． ． ． ． ．． ． ．． ．…

（1）停止相当事案の要件 ・……………．………………

（2）停止相当事案についての調査………．………．……．

4執行停止の手続 ・・・・。．…・・・・・…．．．．．．．．...．．．．．．．．．.．…

5執行停1kの効果 ・ ・ ・・ ・……・ ・ ・…． ． ．． ．．． ． ．． ． ． ． ．． ．．．． ． ．…
●

（1）滞納処分の禁止 ・…・…． ．…………． ．． ． ．…．．．…． ．．
p

（2）差押えの解除 ．.………・……．． ．…．． ．…………． ．

（3）時効 ・ ・ ・・・・ ・・ ・ ・・・…………．…．…． ．……．．．…．．．

（4）延滞金の免除 ・・ ・・・……．.…．．． ． ．．．． ． ．． ．． ．． ．．．．． ． ．…

6 ‐一部停I卜 ・ ・・ ・ ・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・ ・・．．． ． ．．．．．．．．．．． ．． ．．．．． ． ． ． ．、

7滞納処分の停止の取消し ． ． ‘……………….…も……．
（1）停止の取消しの要件 ・……………………． ．……． 、

職肖しの涌知….……….………………………（2）

９
９
０
０
０

一
－
１
１
１

７
７
一
一
－

７
７
７

（

7－11

7－13

１

４
４
４
４
５
５
５
５
５
６
６
７
７
７

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
－

７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７

、
巳
●
牢
０
・
ヴ

ー

Ｉ
、

目22



20160401
1

第8章仙の債権シの調蕊

第1節労働保険料等シ国税等しの調轄

第1 労働保険料等の一般優先性
1 国税、地方税との関係……・…・………………。 ．…8－1

2 －般私債権との関係………・…・ ・ ・…・・ ・…・……・…8－1

3 強制換価手続と費用との関係…・・ ・ ・ ． ．…・ ・・・ . .……・…8．－1

4滞納処分費との関係…………・ ・ ・ ・…．．……………8－－1

5 仙の公課との関係 ・…・ ・ ・ ・ ・・ ・…・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ．…・ ・ ・ ・…8－1
も

第ク労働保険料等上仙の公課上の関係
1 差押先着手による優先 ・ ・ ・・……・ ・・・…．．……………8－2

2 交付要求先着手による優先 ・・・…・ ・ ・ ・・・・・・・・・ ． ．…・……8－2

3 担保を徴した場合の優先 ・ ・ ・ ・…・・・ ・ ・ ・・・・・・・． ．…・…・…8－2

第3労働保険料等シ国税、蝋方税上の優先劣後……・・ 8－2

第，節労働保険料シ被担保債権等しの調轄

第1 労働保険料等の法岸納期限等以前I了設定された質権

優先 一の

1 質権の証明手続 ・ ･……・…・…・ ・ ・ ・ ・…・ ・・・…………8－4

（1）響記等ができる質権以外の質権設定の証明 ・・ ・…・……・ 8－4

（2）有価証券を目的とする質権設宗の証明 ・……・……・…8－5

2 質権の証明期限 ・ ・・……・ ・・・…・・・・・・ ・・・ ・・・ ．．…・ ・ ・ ・…8－5

（1）債権を目的とする質権 ・・・・・…・ ・ ・ ・ ・…・・・…………・ 8－5

（2）有価証券を目的とする質権…・・・………・・ ・………・ 8-5、

（3）その他の質権 ・・・ ・・・・・・ ・ ・ ・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・ ・ ・ ・・ ・・ 8－5

3質権設定日の確認…・・・ ・ ・・・・…・ ・ ・・…・・・・ ・ ・・…・・・・…8－5

（1）喜記をすることができる質権 ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・・・・・・………・・ 8－5

（2）仮喜記のある場合 ・…・ ・ ・・・…．． ・ ・ ・・・ ・・・・・ ・・…・ ・・ ・ ・ ・・ 8－5

質権（3）議記をすることができる質権以外の ． ．・・・ ・…・・・・…8－5

（4）有価証券を目的とする質権………………………・ 8－6

4質権によって担保される債権額 ・・…………'…･…・…・ 8－6
少

5 証明しない優先質権の特例……。． ・ ・ ・…・・・・ ． ．………・ 8－6

第2 労働保険料等の法定納期限等以前に設定された抵当
O

権の優先

1 抵当権設定日の確認…・・・・ ．．…・・・・・・・ ・ ・・ ・・ ．．…・・・・…8－7

2抵当権によって担保される債権額の範開 ．．…・・・・………8－7

I

’
’

’

｛

目23



20160401

第3譲受け前Iｱ設定､された質権等の優先
1 質権の証明手続……………・…9……・………・…

質権設定時期の確認 ・…・ ・・…・・・・ ・……………・…． ．2

第4根質権又は根抵当権IFより担保される債権額の限度
1 根質権又は根抵当権の優先額の限度…･………………

2根抵当権の確定と優先額限度……………・…………

第5 労働保険料等に優先する先取特権及び留置権
1 労働保険料等に常に優先する先取特権 ・………・………

先 権（1）優先する取特 ．・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・・…・・・・・…・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ．

（2）先取特権の証明手続…・……………・…・…・ ・・…

（3）先取特権相互間の優先順位……． .………・………

（4）先取特権の消滅……．．……・….………・……・ ・

2 労働保険料等の法定納期限を其準に優劣を定める先取特権 .
（1）法定納期限と先取特権の優劣 ・…・……・…………・

続（2）先取特権の証明手 ． ・・・…・・・ ・・ ・・…・・・…・ ・・・・ ・・…

（3）先取特権の成立日の確認………………．.………

（4）先取特権相互間の優先順位…・…………………．．

3 労働保険料等に常に優先する留置権…………………

（1）留置権の優先…………………………………
C

権 在 続（2）留置の所証明手 ・・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・･・・・・・・・…・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・

第6担保権付財産の譲渡
1 担保権付財産が譲渡された場合の労働保険料等の徴収 ． ．…

（1）徴収の要件………・ ・・・・・・・・………………・…．

（2）徴収できる金額………………………･………
2質権等の代位実行 ・…・・ ・・…・・・ ・.。…….……・・・・ ・…

（1）原則的な実行の要件……………………………●

（2）代位実行の要件の特例 ・……・…………．．………

（3）代位実行の手続 ・……・・・・・ ・ ・……………・・ ・ ・…．

（4）代位実行による優先 ・…． ．………………………

3 質権者等への湧知…・……・………・………・……

執行機関に対する交付要求…………………・……．4

第7仮啓記又は譲渡担保Iを係る債権シの調轄
1 担保の目的でされた仮登記がある場合の労働保険料等の徴収

■

（1）滞納処分の続行の要件….．…………………・…・
●

（2）仮書記権利者に対する通知 ・………・……………．

（3）公売した場合の配当 ・…………・……・…………

８
８
－
－
８
８

８
９
－
－
８
８8

９
９
１
１
２
３
３
３
４
４
５
５
５

－
－
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

８
８
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
－

８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８

／

01

５
５
６
６
６
７
８
８
８
９

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

－
一
一
一
一
一
一
一
一
－

８
８
８
８
８
８
８
８
８
８

’

一
一（

９
９
０
０

１
１
２
２

－
一
一
－

８
８
８
８

目24



20160401

2譲渡担保を設定している場合の労働保険料等の徴収……．

（1）徴収の要件 ・………・…………・………・……。

（2）譲渡担保権者に対する告知………・………． .……

（3）譲渡担保財産に対する滞納処分……・…………・…

（4）譲渡担保財産を滞納者の財産として行った差押え .……

続（5）譲渡担保財産としての存 ．…・…・…・ ・・・……・…・

権（6）譲渡担保財産から徴収できる滞納者の労働保険料等と質

等の被担保権との関係 ・・・・…・・・…・・・・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・・ ・ ・…

3 譲渡担保財産を換価する場合の特例 ・…・……・……・ ・ ・

第8 労働保険料等柿びIE国税及び弛方税山私債権が競合

０
０
１
１
２
３

２
２
２
２
２
２

－
一
一
一
一
－

８
８
８
８
８
８ I

｜

’３
５
２
２
－
－
８
８ ’

した場合の調整

優先順位の確定している債権の先取

公租公課の私債権への配当……

公租公課への配当 ・ ・・ ・ ・・ ・・ ．．・ ・ ・ ・

担保権付私債権への配当 ・・・ ・…．

いる債権の先取 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ． 。 ・ ・ ・ 8--26

の配当 ・・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・・・ ・ ・ ・ ・・・ ・・ ・ ． ． ・ ・ ・ 8－26

． ．． ． ．． ．． ．． ・ ・ ・ ・ ・・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ 8－26

配当 ．．． ． 。 ．・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ 8－26●

１
２
３
４

Ⅱ〆

｜

（
ー

｜
’

’
目25



I

20160401

ゆ

戸

9

一一

、

○
、

●

〆

I

。
、
０
１
Ｊに

（

ｰ

弓

排

目26 、

←



20150331

’第1章総則 1
1

1

1

第1労働保険徴収法の目的、特色 ｜

’

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（以下、 「徴収法」 という。 ）は、

「労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消

滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定める」

ことを目的としている（徴収法1） 。

2特色

徴収法の特色としては、以下のものが挙げられる。

（1）国税徴収手続の準用 ，

徴収法では、 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に

別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 」 （徴収法30) と

規定し、労働保険料等の徴収金の徴収手続は、徴収法に別段定めがある場合を除

き、国税徴収の例によることとされている。

「国税徴収の例により」 とは、具体的には国税通則法、国税徴収法等を指して

おり、国税通則法は、国税の納付義務の確定等国税についての基本的及び共通的

事項を定めたものであり、国税徴収法は、国税債務の不履行の場合の履行強制手

段としての滞納処分手続を中心とし、その履行強制の過程において他の公課（※）

及び債権と競合した場合の優先権等について定めたものである。

画一的かつ大量に発生する徴収金の徴収手続としては、国税徴収手続を広く準

用することが､一般に合理性をもつと考えられるので、国税徴収の手続を準用す

ることとしている。

※公課とは、国税、地方税を除く 「滞納処分の例により徴収することができる

債権」 （国税徴収法2五）のことで、行政上の強制徴収の対象となる債権であ

り、労働保険料、国民年金保険料等もこれに当たる。

’

’

（2）先取特権の順位

「先取特権」 とは、法律で定められている一定の債権を有する者が、債務者の

財産について他の債務者に優先して弁済を受けることを内容とする権利である。

労働保険料等の先取特権の順位は、 「労働保険料その他この法律の規定による

徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 」 （徴収法29）

とされており、原則として、私法上の債権に優先して徴収できるが、国税及び地

1－1
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方税の先取特権の順位に劣後するため、徴収金につき、差押えをしている場合に、

国税、地方税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先して配当し

なければならない（詳細については、第8章「他の債権との調整」参照） 。

（3） 自力執行権

自力執行権とは、債務不履行があった場合に、債権者自らが、強制手段によっ

て履行があったのと同一の結果を実現させる権限である。私法上においては、債

権者の自力執行が禁止されているのに対し、労働保険の場合、労働保険料等の重

要性及び特殊性に加えて、労働保険料等の徴収が大量性、反復性を有し、その徴

収のために司法機関による履行の強制を求めるという手続をすることが困難であ

ることを考慮して、徴収職員に自力執行権が与えられている。

3徴収手続の流れ

徴収手続については以下の流れで行われる。

（1）労働保険料等の申告・納付

労働保険料等（印紙保険料を除く）は、当該保険料の算定の対象となる期間の

初めに概算額で申告・納付し、その期間が終わってから確定額で申告し、当該確

定額と納付した概算保険料額との差額を納付する（徴収法15～19等） 。

（2）納期限

申告した労働保険料等（印紙保険料を除く）は、徴収法に定められた納期限ま

でに納付しなければならない（徴収法15） 。

（3）督促

納付者がその労働保険料等を納期限までに完納しない場合には、政府は督促状

によりその納付を督促しなければならない（徴収法27①） 。督促は差押えの前提

要件である（国税徴収法47①一） とともに、時効中断の効果が生じる（国税通則

法73①四） 。I

（4）財産調査

財産調査は、滞納処分（差押え）の対象となる財産の発見等を行う上で重要な

手続である。そのため、事業場や金融機関等に対し、任意調査である質問及び検

査の権限（国税徴収法141） 、強制調査である捜索の権限（国税徴収法142）を行

使して財産調査を行う他、官公署調査（国税徴収法146の2）を実施する。

ノ

（5）差押え

1－2
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督促後一定期間を経過しても完納されないときは、財産の差押えを行わなけれ

ばならない（国税徴収法47①一） 。差押えは、その対象となる滞納者の財産につ

いて、処分を禁止し、換価できる状態におくことを目的とする滞納処分の最初の

手続である。

（6）交付要求及び参加差押え

滞納者の財産について、既に強制換価手続が開始されている場合には、その手

続に参加して、先行の強制換価手続の換価代金から配当を受ける交付要求の制度

がある（国税徴収法82） 。

参加差押えは交付要求の一種で、先行する滞納処分手続に参加してその換価代

金から配当を受ける効力を持つ他、先行の滞納処分による差押えが解除された場

合に、差押えの効力が発生するものである（国税徴収法86,87） 。

１
１

（7）換価

換価とは、差押財産を金銭に換える処分のことである。

差押財産が、金銭及び取立てをする債権以外の財産である場合には、これを売

却して金銭に換え滞納労働保険料等に充てる。売却の方法は公売（入札又は競り

売り）であるが、例外として随意契約による売却もある（国税徴収法89, 94,

109） 。なお、差押財産が金銭であるときは、そのまま充当し（国税徴収法56③、

129②） 、債権については、取立てを行う （国税徴収法67①） 。

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

（8）配当

差押財産の換価代金は、滞納労働保険料等その他の債権に配当し、残余金があ

れば滞納者に交付する（国税徴収法129） 。

（9）その他

換価の猶予（国税徴収法151） 、滞納処分の停止（国税徴収法153）など、納付

の緩和を図る制度がある。また、第二次納付義務（国税徴収法32～41、手引I

P76～79)など滞納者以外の者に補充的に納付義務を課す制度もある。

1－3
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第2滞納処分と執行機関

滞納処分等の

（1）滞納処分

滞納処分とは、労働保険料等の滞納金を強制的に徴収するため、滞納者の財産

を差押え、差押財産を換価してその代金をもって滞納金に充てる行政処分をいい、

滞納処分の根幹をなすものは、 「財産の差押え」 、 「財産の換価」及び「換価代

金等の配当」である。

（2）滞納整理

滞納整理とは、法令用語ではなく、徴収実務上の用語として用いられているも

のである。

納付者が納期限までに労働保険料等を納付しないときは、督促状による督促、

納付督励、財産調査等を行った上、差押え・交付要求等の滞納処分を行う必要が

生じる。滞納整理とは、このような滞納金について行う一連の事務手続を総称す

るものである。

2執行機関

「執行機関」 とは、滞納処分を執行する行政機関その他の者をいう （国税徴収

法2①十三） 。

労働保険料等における滞納処分の執行機関は、都道府県労働局労働保険特別会

計歳入徴収官である都道府県労働局長と労働局長が所属職員のうちから任命した

徴収職員となる。

徴収金の徴収に関する事務に従事する職員を徴収職員といい（国税徴収法2十

一） 、徴収職員は、徴収金の徴収に関する事務を行うことを職務とし、独立して

財産の差押え、差押えの解除及び財産の調査等を行う権限を有する。

ア
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第2章督促と滞納整理

’第1督促と効果

保険料等その他の徴収法の規定による徴収金を所定の納期限までに完納しない

ときは、政府は別に期限を指定して､･その納付を督促しなければならないことと

なっている（徴収法27①②） 。

督促とは、事業主が所定の納期限を過ぎても、なお保険料等を納付しない場合

に、その履行を書面で催告する行為をいう。

督促の法的効果は、 「滞納処分をする旨を予告する効力を有し、滞納処分の前

提要件となること」 、 「延滞金徴収の前提要件となること」 、 「時効中断の効力

を有すること」などの法的効果がある(徴収法27③、 28①、41②）

（注） 1滞納者に対する督促は、書面である督促状によってしなければならず、

口頭による督促は無効とされる（行裁大7．6．3） 。なお口頭その他の方

法によって行われるものは、単なる催告行為であり督促によって生ずる

法律効果は生じない。

2督促状の発送は1回限りでよい。

口

1督促の要件

督促は、事業主が次に掲げる保険料等その他徴収法の規定による徴収金を、次

に掲げる納期限までに納付しない場合に行う。

なお、延滞金は、督促を受けその指定期限までに完納しないときは、納期限か

ら差押えの日又は完納の日の前日までの日数について一定の割合で計算した額を

その計算の基礎となる労働保険料又は一般拠出金に併せて納付することとされて

いる。
（

（1）労働保険料

ア概算保険料

（ア）申告額（徴収法15①②）

6月1日から40日以内（保険年度の中途に保険関係が成立したものについ

ては、当該保険関係が成立した日から50日以内） 、有期事業については、

保険関係が成立した日から20日以内

（イ）政府が決定した額（不足額） （徴収法15③）

事業主が通知を受けた日から15日以内（徴収法15④）

（ウ）保険料率の引上げに伴う追加徴収（徴収法17①）

通知を発する日から起算して30日を経過した日 （徴収則26）
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｉ
■
■
１
１
■
■
ｌ
■
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
１
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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イ確定保険料

（ア）申告額（徴収法19③）

6月1日から40日以内（保険年度の中途に保険関係が消滅したものについ

ては、当該保険関係が成立した日から50日以内） 、有期事業については、

保険関係が成立した日から50日以内．

(イ）政府が決定した額(未申告又は不足額） （徴収法19④）

事業主が通知を受けた日から15日以内（徴収法19⑤）

(ウ）確定保険料の特例による差額（徴収法20③）

通知を発する日から起算して30日を経過した日 （徴収則26, 35@)

、

ウ印紙保険料

政府が決定した額(徴収法25①）
調査決定した日から20日以内で歳入徴収官が定める日 （歳入程9， 18①）

〆

（

特例納付保険料

政府が決定した額（徴収法26④）

通知を発する日から起算して30日を経過した日 （徴収則59）

コニ

（2）一般拠出金

政府が決定した額（救済法38①、徴収法19④準用）

事業主が通知を受けた日から15日 （救済法38①、徴収法19⑤準用）

（3）追徴金

ア確定保険料に係る追徴金（徴収法21①）

通知を発する日から起算して30日を経過した日 （徴収則26）

一
一ｉ

イ印紙保険料に係る追徴金（徴収法25②） ．

通知を発する日から起算して30日を経過した日 （徴収則26）

ウー般拠出金に係る追徴金（救済法38①、徴収法21①準用）

通知を発する日から起算して30日を経過した日 （徴収則26準用）

納期限(注） 納期限は、徴収金の納付についての基本的な履行期限であり、

内に納付されない徴収金は、滞納として督促や滞納処分の対象となる。

なお、法律の規定により徴収金を納付すべき本来の期限を法定期限と

いう。

2－2
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2督促状の発行

督促状は、上記の徴収金について、納期限を経過しても納付がない場合に「労

働保険適用徴収システム」 （以下、 「適用徴収システム」 という。 ）から督促状

発行リストを出力し、これに基づき督促状発行決議書（収入様式第14号）により

．歳入徴収官の決裁を受け、その後、督促状を滞納事業場に送付する。

1

（1）督促状の指定期限

督促状による指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経

過した日でなければならない（徴収法27②） とされており、さらに実務上、督

促状で指定する期限が休日の場合は、休日以外の日とするよう指示（昭和62.

3.26労徴発19号通達）している。

（注） 1督促状により指定すべき期限は、保険料等についての法定納期限又

は納入告知書による指定納期限を変更するものではなく、この期限内

に徴収金を納付した場合は、滞納処分を猶予するという期限を新たに

指定したにすぎない。

2督促状を送付したが、返送されてきた場合は、返戻された原因を十

分調査する。住所移転により返戻されたときは、新住所に送達する。

なお、移転先不明等の場合は、公示送達の手続きを行う （手引I

P39) 。滞納事業場の受領拒否による返送の場合には、いったんした

送達により督促の効力は生じているので、再び送達する必要はない。

3第二次納付義務者（国税徴収法32～41、手引IP143～151)又は保証

人に対して履行の請求をする場合は「納付催告書」で督促を行う。

納付催告書は、督促状と同一の法律的性質を有しており （国税徴収

法47③） 、納付催告書で指定した日までに保険料が完納されないとき

は、第二次納付義務者又は保証人の財産について滞納処分を執行する

ことができる。

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｉ

ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

（

（2）督促に対する不服申立て・訴訟期間

ア不服申立て

督促に不服のある者は、督促のあったことを知った日の翌日から起算して、

3か月以内に厚生労働大臣に対する審査請求をすることができる。ただし、督

促があった日から1年を経過した場合は、審査請求をすることができない（行

政不服審査法18①、徴収法37） 。

イ訴訟

この督促に対する取消訴訟は、国（訴訟において国を代表する者は法務大

臣）を被告として、この督促があったことを知った日の翌日から起算して6か

’

１
１
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月以内に提起することができる。ただし、督促があった日から1年を経過し

た場合は、提起することができない（行政事件訴訟法14） 。

ウ不服申立てと訴訟との関係

審査請求をした場合、取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経る前又はそ

の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提

起することができる。ただし､裁決があった日から1年を経過した場合は、提

起することができない（行政事件訴訟法8，徴収法38） 。

（

Ｌ
ｐ
Ｂ
Ｌ

″
■
甲

4

一
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第2滞納整理の進行管理

1滞納整理の目的

滞納整理の目的は、労働保険料の収納を確保し、保険制度の安定的な運営を図

るものである。そのことが結果として事業主の信頼確保につながり、労働者の生

活を支える重要なセーフティネットとなるものである。

’
’

このため、期限内に納付しない滞納事業場、

■■■■■■■■厳正な滞納処分を行い、期限内に完納した事業主との負担の公

平を確保し、事業の健全な運営に資するものとする。

滞納整理の進行管理

や

（1）滞納整理計画の策定と整理実績の把握

ア

イ

｜
｜

’
■■■■

（

ウ
１

(注）

（1） ■■■■■■■■■■■

＝ も

’
一

一一●

２く
歩

（2）滞納実態の把握
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適切な滞納整理方針をはじめとして具体的な滞納整理計画を立てるためには、

滞納の実態を把握することが大切である。

’
1ﾄーマノ

’

’

’’

’’
(注）

’’

’
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１
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’
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ク
’

ｊ
ｊ
ア
イ
く
Ｉ

ケ

(ア）

(イ）

(ウ）

（3）整理対象の選定と整理計画の策定

ア
'

■■■■■■■

イ

’
（

’

（4）整理方針に基づく滞納整理

｜

’
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第3納付督励

1納付督励の実施

（1）納付督励
r ’

’

｜

’

’’
■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■
’

’

’

l

l

l

I

■■■■

（2）納付計画の作成等

|r

1

■■

■■.．
缶

『 ’’

’

’l■■■

■■■■

■■

』

一

（ ）
2納付督励の流れ

電話・文書による督励及び臨戸訪問（実地督励）は以下の流れで行う。

（1）電話・文書による督励

I[ 1ア

’イ

I’ウ

’

2－8



、20160401
｜

’

コニ

■■ﾛ■■■■■■■■■

オ

力

（2）臨戸訪問（実地督励）

’
1

ア

1

イ

’ウ

’
■■■■■■■■■■

ノ

（3）事業主等が留守の場合の対応

臨戸訪問したとき、事業主又は担当者が留守の場合は、次のように対処する。

ア

イ

■Ⅱ■■■■■

ウ
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1 ‐’

’’

3納付督励の基本的な対応方法

御

（1）滞納事業場との接触の注意点
滞納事業場との接触にあたっては次の点に配意する。

’｢－ア

’イ

’’

（

’ウ

’〒
一

●

（2）納付の意思はあるが即納できない滞納事業場に対する対応

’’ア

’＝＝ 睡毒壷 I

’一一一一一~一画P 蒄~－＝ーｰ＝ ョ.聖
C l△

［ ’イ ’

■■■■

’
一
一く

醒冠壹翻
一一一一

bー1■－一｡

’ウ ’
｡

’１
１
ア
イ
く
く ’

’I

■■■■
’’

（3）納付する誠意のない滞納事業場に対する対応
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（4）納付資力に乏しい滞納事業場に対する対応

ア

４
ｑ
ｌ
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ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
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ｌ
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ｌ
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ｌ

■■■■■■■■■

イ

■■■■■■■■

Ｉ
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１

ｌ

Ｉ

Ｔ

１

Ｉ

ｉ

ｉ

４

ｌ

1

ウ

（5）滞納整理事績の記録と処分方針の検討

■■■■■■■■

（

｜
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第4納付資力調査

1納付資力調査の目的

納付資力査の

滞納事業場が個人事業者で所得税の確定申告（青色、白色）をしている場合に

は､毎年決算書を作成し、税務署に提出しているため、滞納事業場に決算書の提

出を求める。 （

（1）決算書の書類

決算書の以下の書類から納付資力を確認する。

ア貸借対照表

決算日時点での財産状態（資産又は負債の合計額はいくらか、純資産の額

はいくらかなどの懐具合）を把握できる。

イ損益計算書

1年間で企業がどのような活動を行い、その結果、どの程度儲けたかを把

握できる。

ウ総勘定元帳

すべての仕訳（取引）を勘定科目ごとに記帳しているため、資金の全体的

な動きを把握できる。

（ ）

エ資金繰り表

日、月、年次等の一定の期間内で資金の動きを把握し、将来の収支の過不

足を把握するために作成される帳簿のことで、税務書類ではないため作成は任

意であるが、作成している場合は納付資力の判断に有益である。

（2）貸借対照表で把握される内容

貸借対照表は､資産の部(左側）は､上から下にかけて換価が容易な順に配列
されており、負債の部（右側）は、上から下にかけて現金支払を要する順に配列

されており、純資産は返済する必要のない資産額が記載されている。
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貸借対照表は、 「資産一負債＝純資産（マイナスの場合は、純損失） 」の形で

構成されているので、純資産が多いほど納付資力は大きく、逆に純資産が少ない

ほど納付資力は乏しいこととなる。したがって、純資産が赤字の場合は、納付資

力が低いと推定できる。

貸借対照表

現
金
支
払
を
要
す
る
順
返
済
不
要

１
１

ｌ

Ｌ

Ｐ

ｌ

’

１

換
価
が
容
易
な
順 Ｉ

ｌ
ｌ
１
ｌ
甲
ｌ
ト
ー
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
６
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
１
１
ｌ
Ｉ
’
’
１
１
１
１
１
１
‐
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
ｌ
Ｉ
Ｐ
卜
口
Ⅱ
Ｉ
４
ｌ
４
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｂ
■
Ⅱ
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
ｌ
６
１
１
１
１
１
１
１
－
↓
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
４
１
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
↓

（3）損益計算書で把握される内容

ア損益計算書は「収益一費用＝利益」の形で構成されているため、利益が多け

れば納付資力が大きく、少なければ納付資力は低い。

イ損益計算書は、次のように、利益が段階的に分かれているので、これらの利

益がいくらあるかを把握すると参考になる。

（ア）売上高一売上原価＝売上総利益

「売上高」は、商品等の販売やサービスの提供のように、企業の主たる

営業活動から発生する収入である。

「売上原価」は、その売上高に対応する原価である。

・ その差額の「売上総利益」は、いわゆる粗利益といわれ、企業の基本的

な収益力を示している。

（イ）売上総利益一販売費及び一般管理費＝営業利益

「販売費及び一般管理費」は、会社の販売活動や管理等に係る費用（従

業員給与・旅費交通費･消耗品費等）をいう。

その差額の「営業利益」は、企業の本来の営業活動から生じた利益を示

している。

（ウ）営業利益十営業外収益一営業外費用＝経常利益

イ

2－13

資産の部 負債の部

【流動資産】

現金・預金、売掛金、有価証

券、商品等

【固定資産】

有形固定資産（建物、機械装

置、土地等） 、無形固定資産（電

話加入権、特許権等）

【流動負債】

買掛金、短期借入金、未払法人

税等

【固定負債】

長期借入金、社債等

純資産の部

資本金、資本剰余金、利益剰余

金等
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「営業外収益」は、本来の営業活動以外から発生した収益（受取利息・

受取配当金・雑収入等）をいう。

「営業外費用」は､本来の営業活動以外に要した費用（支払利息・雑支

出等）をいう。

その結果としての「経常利益」は、企業の経常的な活動から生じた利益

を示している。

(エ）経常利益十特別利益一特別損失＝税引前当期純利益

「特別利益」は、本来の営業活動以外で臨時的に発生した収益（投資有

価証券売却益等）をいう。

「特別損失」は、本来の営業活動以外で臨時的に発生した費用（固定資

産売却損等）をいう。

その結果としての「税引前当期純利益」は、企業の最終的な税金を控除

する前の利益を示している。

(オ）税引前当期純利益一法人税等＝当期純利益

「法人税等」は、利益に課税される法人税、住民税及び事業税をいう。

その差額の「当期純利益」は、企業の最終的な利益を示している。

（

損益計算書

ｒ
ｐ
ｄ

－
一『

ｊ
ｆ
Ｏ
、

！

■

払目I｣【

グ
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経
常
損
益
の
部

営
業
損
益
の
部

営
業
外
損
益
の
部

売上高

売上原価

売上総利益（ア）

販売費及び一般管理費

営業利益（イ）

営業外収益

営業外費用

す

経常利益（ウ）

特
別
損
益
の
部

特別利益

特別損失

税引前当期純利益（エ）

法人税等

当期純利益（オ）
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（4）資金繰り等に基づく納付資力の把握

’’

’’ 一一一

「－一二一一

(注） 滞納事業場が個人事業者で所得税の青色申告をしている場合には､帳簿

を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作

成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間

の保存が義務付けられている。

ここでいう帳簿には、例えば総勘定元帳、預金元帳、仕訳帳、現金出納

帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳等があり、

また、書類には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約

書、領収書等がある。

~一 、’
f

’I

■■■■

’
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第5強制措置

1強制措置の実施
■■■■■を中心として、納付督励によってもなお納付がなされない場合は、
財産調査を確実に行い、差押えを行う。

差押えは、特に■■■■■を対象に積極的に実施し、差押えを行った件数につ

いて、前年度実績を下回ることのないよう取り組む。

2強制措置の流れ

（1）財産調査の実施

C

■■ﾛ■■

一

（2）差押えの実施

ア■■■■■■■■■■

■■■■

イ■■■■■■
ｌ
〃

一
一

〃

■■■■■■■■■

ウ

■■■■■■■

(ア）
望一 も

守凸一
－ 0

１
１
１

イ
ウ
く
く

■■■■■■■■■■■
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Ｉ
ｆ
ｌ
ｌ
Ｉ
■
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
０
０
■
Ⅱ
Ⅱ
け
０
１
１
Ⅱ
Ｌ

Ｐ
■
■
■
■
１
１
・
日
１
１
１
１
１
１
Ⅱ
１
１
Ⅱ
ｌ
■
１
１
１
日
１
Ⅱ
Ⅱ

1

I

’
（

ー

4

ｆ
Ｉ
、

’
I
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第3章財産調査

第1財産調査の必要性

滞納処分の執行については、

時」舜戸一己.-:i一一‘...- ‐. ､, '刑 ，麺羽癖T Iざ宙Wq唖
■F一 座一 ひ=■P

■
|重要な’

取調である。

｜ 財産調査の権限と責任

徴収法の規定による徴収金の滞納処分は、国税徴収法に規定する国税滞納処

分の例によって行うこととされており （徴収法27③） 、したがって徴収職員は

徴収金の強制徴収に関する事務を行い、独立して財産の調査を行う権限と責任が

ある。同法には、質問及び検査による任意調査と捜索による強制調査のできる権

第2

限を規定している。

3－1
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第3準備調査

滞納処分にあたっては、ただ漫然と滞納者を臨戸しても期待する効果を上げ

ることは困難である。

’ ’滞納処分を効率的に実施するためには、

’
’

1庁内における調査・確認

｜
’

(1）

’
’

一 一

|’

I

’
(注） 保険関係成立届、労働保険料申告書等が誤っている場合には、適用担当

P

係に連絡し的確に措置する。

’(2）

’
’

’
一
一
一

’(3）

’
’■

Ｉ
■ ’

’ア

3－2
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’イ
ウ ’

(4）

’
■■

凹

三口 I 今・ニ

2官公署調査

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政

府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は

提供その他の協力を求めることができる（国税徴収法146の2） 。

ここでいう 「滞納処分に関する調査について必要があるとき」とは、滞納者の

所在調査等を含め滞納処分に関し調査が必要と認められるときをいい、滞納者の

財産調査が必要と認められるときに限られない（基本通達146の2①）もので、

「官公署」とは、国、地方公共団体その他の各種の公の機関の総称であり、国及

び地方公共団体の各種の機関はすべて含まれる（基本通達146の2②） 。

また、 「'帳簿書類」には、その作成又は保存に代えて電磁的記録が作成又は保

存されている場合における当該電磁的記録が含まれる（法第141条参照、基本通

達146の2③） 。

『

I

’
■■■

（1）所有権等の調査

徴収職員は、次に掲げる関係機関に対する照会及び謄本、抄本等の交付を受け

ることによって、所有権等の調査・確認をする他、必要があれば直接、関係機関

に出張して、次に掲げる諸帳簿類を閲覧して調査確認する。

なお、調査にあたっては、所有権の確認だけでなく、抵当権、質権、仮登記、

仮差押え、仮処分等の権利の有無又は財産が工場等である場合は、工場財団の設

3－3
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定あるいは、工場抵当法第3条の目録物件でないかどうかなど、後日紛争が生ず

ることのないよう十分な調査をする。

ア市区町村（本庁、区役所、出張所）

市区町村における調査は、土地、建物等の固定資産と機械器具、什器、備

品、船舶等の償却資産について、次の諸帳簿を調査する。

（ア）住民基本台帳（住民票）

役員や個人事業主の生年月日、本籍、住所、転居前回後の住所及び家族

構成が把握できる。

（イ）戸籍謄本及び附票

親族に所在確認を行う場合に必要である。

附票からは転居の経過や親族の所在が確認できる。

（ウ）固定資産課税台帳

所有不動産の地番が確認でき、これにより、不動産登記簿の取得が可能

となる。その他面積、評価額、課税額と滞納状況についても確認が可能と

なる。

上記の他、土地名寄帳、家屋名寄帳、家屋調査票、償却資産申告書等が確

認可能である。

イ法務局（地方法務局、支局、出張所）

法務局における調査は、土地、建物、船舶、立木及び工場財団等に関する

登記事項並びに法人に関する登記事項及び供託に関する事項について、次の諸

帳簿を調査する。

（ア）商業登記簿謄本

会社の設立年月日、資本金、事業内容、所在地、役員の構成及び代表者

の住所が確認できる。

（イ）不動産登記簿謄本

土地及び建物の所有権者（甲区） 、抵当権の設定状況や差押等（乙区）

が確認できる。

（ウ）その他

上記の他、士地登記簿、建物登記簿、立木登記簿、船舶登記簿、建物機

械登記簿、工場財団登記簿、工場財団目録綴、共同担保目録綴込帳、不動

産登記申請書綴込帳、不動産閉鎖登記簿、商業登記申請書綴込帳、商業閉

鎖登記簿、法人登記簿、供託に関する諸帳簿等が確認可能である。

ウ運輸支局（自動車検査登録事務所）

運輸支局における調査は、登録自動車について、車両登録事項等証明書を

調査する。同証明書から、契約状況、契約者の住所、駐車場所等が確認できる。

3－4
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’－－

一

’’

エ社会保険料滞納状況（管轄年金事務所）

社会保険加入の有無と滞納額が確認可能である。

（2）住所等の調査

’
－

ア市区町村

（ア）住民基本台帳（住民票）

（イ）戸籍簿・除籍簿、戸籍の付票

イ法務局（地方法務局、支局、出張所）

（ア）商業登記簿

（イ）法人登記簿

（3）関係庁の処分状況等からの調査

市区町村、税務署、年金事務所等の滞納整理進行状況、差押状況等を調査し、

既に差押えがされている場合であっても交付要求・参加差押えにより配当を受け

ることができるので、次に掲げる事項等の調査をする。

ア差押年月日

イ差押財産の種類、数量等

ウ滞納額（関係機関より、交付要求・参加差押えがある場合には、その額）

エ差押財産の関係機関での評価額

オ公売等の見通し

（注） 市区町村においては、滞納事業場の財産の現況等を了知している場合が

多いので、できるだけ直接担当者に面接し、必要な情報収集に努める。

Ｊ
１
■

睡窒

’

3－5

一一一
一F一■

一
一

▼』
亘

一

と

《

一
斗

丁詳，Y…．~~≦．



20150331

’

’
一

’’
(注） 質問、検査にあたっては、次のような点に留意する。

’ ’
’－－

｜
’ひ

’
’

2滞納処分の目的をもって調査するものであるから、調査の対象となった特

定の滞納者以外のものについては、調査ができないことはもとより、他の

納付義務者の■をメモすることなどを行わないよう注意すること。

（1）郵送による調査
、

’ア

’
’

’
’’

(注） 郵送による調査にあたっては、次のような点に留意する。

' I ｜
’

■
■
一
二
■
一
‐
ｌ
■
■
－
１
■
■
二
‐
‐
■
■

２
３
４

’
Ｌ

■

’
’

I
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(■■■照会文例）

平成｡年｡月｡ロ ｜
（局発番号）

凸

|殿「

○○労働局長

○○O○

の財産調査について（照会）

ロ

■と取引関係にある下記の者について､労働保険料の徴収等に関する法律

財産の調査をしています。

ご多忙の折誠に恐縮ですが、 ’ ． 。 ■の状況を

○月○日までにご回答くださるようお願いいたします。

謡 蟹正謹轄浸 ご調杏の上、、

’

記

I
l

I

●

住(居)所

氏 名

(代表者）

調査項 目

｜
’

１
２
３
４
５

■

｡

’

’

※調査項目の回答につきましては、任意の用紙でお願いいたします。

’も含みます･※照会内容につきましては 《
一

一
一

3－8
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(I■■■照会回答文例）

平成 年 月 日

労働局長殿

■■■の財産調査について(回答）
’

平成 年 月 日付け（局発番号）により調査依頼のあった内容について、
’

下記のとおり回答します。

口
i
l
l

調査項目

、

1．

’2．

1■■■■■3．

4．

5．

3－9
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■■■■への臨場調査(2）

ア

’’ 岨 鴬f<畦！

｜
’

｜

’イ

’ ’

’’
■
■
。

(ア）

(イ）

(ウ）

※ ’’
－

’ ’(注） 1

I
■■■

’2
一一

軒柵雲
’… ミー： l…

’

’ウ

｜
’

’

’■エ
一

一‘－ ’
’

’’
一q

雪課 扁 錘詫割樫畦オ
一 ．ーヨヱ 一一
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’(注）

一－ ’
’

’

4その他の調査

前記関係先を調査する他、必要により次のものについても調査する。

’（1） ’
ﾛ■■■

’
ケ
■
０
１
１
１
１
１

一一一

’
計司 L吾■

１
１

’(2）

’
－－

’’

１
１

’
１
１’

’
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第4臨戸調査

臨戸調査は、準備調査の段階によって把握した結果の裏付調査をするととも

に、準備調査のときにおいて把握できなかった財産の発見に努める。

また、最近における営業活動、財産の移動及び金銭の収支の状況等を把握し、

かつ、滞納者の誠意を調査する。

1質問・検査

徴収職員は滞納者の財産を調査する必要がある場合において、滞納処分のため、

その必要と認められる範囲内で質問・検査を行う。

’
’

（

’
ただし、正当な理由がなく、徴収職員がする質問に対して答えず、若しくは偽

りの陳述をしたとき、または検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査

に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示したときに一定の罰則が設

けられている（国税徴収法188, 189） 。

(注） 質問・検査の実施にあたっては、①調査事項をあらかじめ整理し、計画的

に能率よく行うこと、②疑問点をあいまいなまま残さないこと、③不必要に

相手方の個人的秘密に立ち入らないこと等に留意する。

（1）質問ができる場合

質問ができるのは、 ’ ｜ I

ｉ ’

（2）質問の相手方

次に掲げる者に対して質問をすることができる（国税徴収法141） 。

ア滞納者

滞納者の財産を占有する第三者

（注） 滞納者の財産を占有する第三者とは、正当な権原の有無にかかわら

ず、滞納者の財産を自己の占有に移し、事実上支配している第三者を

いう （基本通達141②） 。

イ

ウ滞納者の財産を占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

（注） 相当の理由のある第三者とは、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、

． 伝聞調査等により、滞納者の財産を占有し、又は、滞納者と債権債

3－12
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務の関係を有し、若しくは滞納者から財産を取得したと認められる

場合が含まれる（基本通達141③） 。

エ滞納者に対し債権若しくは債務があると認めるに足りる相当の理由がある者

オ滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

（注） 相当の理由がある者とは､滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝

聞調査等により、財産を取得した事実があると認められる者をいう。

滞納者が株主又は出資者である法人

（注） 法人とは、滞納者が株主である株式会社又は滞納者が出資者であ

る合名会社、合資会社、有限会社、各種協同組合、信用金庫、人格

のない社団等をいう。

力

（3）質問の内容

質問の内容は、財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況及び第三者の

権利の有無等である。

なお、質問の内容・方法等は、財産の状況等を明らかにするために必要な範囲

内に限られる（国税徴収法141） 。

（4）質問の方法

質問の方法は、 口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。

この場合において、口頭による質問の内容が重要であるときは、必ず聴取内容

を記録することとし、その聴取内容を記載した書類（聴取書）には、答弁者の署

名、押印を求め、その者が署名押印をしないときは、その旨を付記しておく （基

本通達141⑤） 。

（5）質問者の態度

｜
’

l ll

（6）質問の形式

｜
■

’
’

’
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‐

｜
’｜

’ ’

’
’

）質問事項の記録

質問応答書（例1）の作成は、国税徴収法第141条に規定する徴収職員の質問

権に基づくものであり、同条の規定により質問することができる者についてのみ

作成する。したがって、それ以外の陳述問答を明らかにする必要がある場合にお

いては聴取書（例2）の形式による。

（注） 質問応答書又は、聴取書の作成にあたっては、次に留意する。

(7）

1他の徴収職員を補助者として立ち合わせ、相手方の陳述を記録させるこ

’ともさしつかえないが、この場合には、

’
2表現の真実性を確保するため、推測又は誇張による記載を避け、陳述者

が略語、方言等を用いた場合には、そのまま記録する。

3聴取書には、単に質問及び応答のみならず陳述者の故意に面会又は答弁

をさけようとした態度あるいは帳簿隠匿の行動等を文言の間にかっこ書を

もって記載し、応答のない場合はその旨を記載する。

4貸借対照表等必要書類を示して陳述を求めるような場合「このとき貸借

対照表を示したところ」というように文言の間にかっこ書をもって記載し、

その書類の写を末尾に添付しておく。

5書類が数葉にわたる場合は、割印をし、文字の改変はさけ、文字を加除

した場合は応答者とともに押印する等の措置をとり、作成後は文字の改変

加除はしない。

6陳述を終えた後、その相手に読み聞かせ又は閲覧させ相違ない旨を申し

述べたときは、署名押印を求め、これを拒んだときはその旨を記載する。

7作成した聴取書は原則として1部とし、相手方に副本を交付する。
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2質問応答書及び聴取書の例

(例1）

質問応答書

住所

氏名

滞納者との関係

滞納者○○○の○○○○○○に関し、調査のため、平成

日 市 区 町 丁目 番地○○○○方において、

と、次のような質問応答をした。

年 月

上記の者

’

１１１！‐‐１‐ｌ‐－１１１１‐１１‐，‘１１‐‐ｌ‐Ｉ‐１１‐ｌ‐Ｉ‐ｌ１ｌｌｌＩｌｌｌｌｌｌｌｉ‐－１‐！‐１‐ＩｌＩＩ１ｌＩｌ，‐！‐１１１１１！‐‐‐‐‐ｌ‐‐‐！！‐１問答

上記のとおり記録し、読み聞かせ（又は閲覧させ）たところ、相違ない

旨申し立て、次のとおり署名押印した。

○○○○⑳

平成 年 月 日

○○○○

厚生労働事務官 ⑳

3－15



20150331

(例2）

聴取書

住所

氏名

滞納者との関係

滞納者○O○○の○○○○○○に関し平成 年 月 日 市

区 町 丁目 番地において、上記の者から次のような供述をうけ

た。

１
２

以上のとおり記録し、読み間かせ（又は閲覧させ）たところ、相違ない

旨申し立て、次のとおり署名押印した。

○○○○④

平成 年 月 日

○○○○

厚生労働事務官 ⑳

3検査

（1）検査のできる場合

滞納者の財産を調査する必要がある場合である。

（2）検査の相手方 、

検査のできる相手方は、第4， 1(2) 「質問の相手方」 (P3-12) と同様である。

（3）検査の実施

’
’ 」 ’

’
なお、正当な理由がなく相手方が検査を拒否した等の場合には国税徴収法第

188条の規定による罰則（一年以下の懲役又は50万円以下の罰金）が適用され

ることがある。
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